
三
節

道
苅
小
屋
一
件
の
概
要

栗

原

正

東

は
じ
め
に

本
稿
で
は
洞
川
村
と
吉
野
山
、
本
山
派
・
当
山
派
門
跡
に
よ
る
争
論
、
道
苅
小
屋
一
件
に
つ
い
て

検
討
す
る
。
道
苅
小
屋
一
件
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
昭
英
氏
、
吉
井
敏
幸
氏
、
首
藤
善
樹
氏
、
森
下
惠

介
氏
が
先
行
研
究
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

(
)

。
ま
た
、
そ
の
史
料
は
『
松
尾
山
・
矢
田
地
域
仏
教
民
俗
文

1

化
財
調
査
報
告
書
』（
奈
良
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
五
年
）
、『
金
峯
山
寺
史
料
集
成
』
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
天
明
二(

一
七
八
二)

か
ら
享
和
元(

一
八
〇
一)

年
に
か
け
て
続
い
た
争
論
で
あ
り
、
道
苅
小

屋
は
吉
野
山
か
ら
山
上
へ
至
る
五
里
五
十
町
の
道
苅
・
道
造
の
た
め
交
通
整
備
・
警
備
の
た
め
に
火

打
ヶ
嶽(

小
天
井)

に
設
置
さ
れ
た
。
吉
野
山
は
道
苅
小
屋
に
て
入
山
料
と
し
て
山
伏
、
一
般
の
参
詣

者
か
ら｢

道
苅
銭｣

を
徴
収
し
て
い
た
が
、
洞
川
村
か
ら
入
る
参
詣
者
よ
り
徴
収
で
き
な
か
っ
た
た
め
、

享
保
期
か
ら
鐘
掛
に
あ
っ
た
洞
川
村
の
陀
羅
尼
助
小
屋
を
借
り
て
徴
収
し
て
い
た
。
し
か
し
天
明
二

年
八
月
に
台
風
に
遭
い
鐘
掛
の
道
苅
小
屋
は
倒
壊
し
て
し
ま
い
、
再
建
の
如
何
に
つ
い
て
齟
齬
が
発

生
し
た
。
こ
れ
が
発
端
と
な
り
吉
野
山
は
天
明
五
年
八
月
に
江
戸
寺
社
奉
行
に
対
し
て
洞
川
村
を
出

訴
し
た
。
そ
こ
で
も
争
論
は
平
行
線
を
た
ど
っ
た
。
翌
六
年
四
月
に
吉
野
山
が
輪
王
寺
宮
門
跡
の
差

配
に
て
再
建
し
た
道
苅
小
屋
を
、
洞
川
村
が
本
山
・
当
山
両
門
跡
の
指
図
に
よ
っ
て
片
付
け
た
。
そ

の
結
果
、
翌
七
年
よ
り
山
上
辻
・
大
峯
山
上
の
ど
こ
ま
で
が
吉
野
山
、
両
門
跡
の
そ
れ
ぞ
れ
支
配
地

で
あ
る
の
か
、
洞
川
村
の
位
置
づ
け(

警
固
役)

等
を
め
ぐ
り
、
享
和
元
年
ま
で
十
数
年
に
及
ぶ
争
論

と
な
っ
た
。
吉
野
山
は
寛
文
年
中
の
朱
印
状
・
裁
許
状

(
)

を
根
拠
と
し
て
山
上
蔵
王
堂
ま
で
金
峯
山
寺

2

の
境
内
山
林
で
あ
り
、
吉
野
山
山
内
諸
集
団
は
輪
王
寺
門
跡
配
下
で
あ
る
た
め
両
門
跡
の
干
渉
は
受

け
な
い
と
し
た
。

こ
の
よ
う
な
論
理
は｢

行
場｣

の
曖
昧
性
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
先
行
研
究
に
て
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
靡
八
丁(

峯
筋
道
の
左
右
八
丁)

を
除
い
て
は
周
辺
村
落
の
村
人
に
よ
っ
て

伐
採
が
行
わ
れ
、
道
苅
小
屋
近
辺
は
陀
羅
尼
助
の
売
買
や
茶
屋
が
置
か
れ
、
参
詣
者
に
対
す
る
商
売

を
担
う
場
所
で
も
あ
っ
た

(
)

。
舟
知
家
文
書
に
は
道
苅
小
屋
一
件
に
関
す
る
諸
控
が
複
数
残
っ
て
お
り
、

3

吉
野
山
と
洞
川
村
の
供
述
が
詳
細
に
伺
え
る
。
こ
う
し
た
背
景
を
元
に
本
稿
で
は
行
場
の
位
置
づ
け

を
図
る
前
提
と
し
て
道
苅
小
屋
一
件
を
分
析
す
る
。

一

近
世
前
期
に
お
け
る
行
所
争
論
と
金
峯
山
寺
の
動
向

寛
文
十
一(

一
六
七
一)

年
に
幕
府
の
下
知
に
よ
り
山
内
諸
集
団
は
輪
王
寺
門
跡
配
下
と
な
り

(
)

、
吉
野

4

山
は
輪
王
寺
門
跡
の
支
配
下
で
寺
僧
方
、
満
堂
方
が
区
別
さ
れ
た
諸
宗
兼
帯
の
一
山
寺
院
で
あ
り
つ

つ
、
寺
僧
方
の
喜
蔵
院
、
満
堂
方
の
桜
本
坊
等
は
本
山
派
、
当
山
派
の
修
験
教
団
に
も
所
属
す
る
併

存
体
制
で
あ
っ
た

(
)

。
5

寛
文
八
年
七
月
に
醍
醐
寺
三
宝
院
門
跡
高
賢
の
大
峯
山
入
峯
に
よ
っ
て
、
①
三
宝
院
門
跡
の
地
位

が
当
山
派
の
中
で
明
確
化
、
②
以
降
の
三
宝
院
門
跡
は
当
山
派
掟
書
の
発
布
ご
と
に
支
配
体
制
を
明

確
化
す
る
と
と
も
に｢

役
銭
の
賦
課
・
徴
収｣

が
展
開
さ
れ
て
い
く

(
)

。
そ
れ
を
契
機
と
し
て
畿
内
の
有

6

力
な
行
場
が
本
山
・
当
山
の
ど
ち
ら
の
支
配
地
で
あ
る
か
争
論
と
な
り
、
大
峯
に
つ
い
て
も
審
議
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。

【
史
料
一

(
)

】
7

口
上
書
并
返
答

一
、
当
山
大
峯
修
行

本
山
当
山
大
峯
之
公
事
目
安
之
扣

口
上
之
覚

一
、
大
峯
中
山
釋
迦
之
嶽
を
限
り
北
方
ハ
諸
堂
諸
宿
共
ニ
当
山
之
支
配
之
地
ニ
御
座
候
事

一
、
同
中
山
を
限
り
南
方
諸
堂
諸
宿
ハ
本
山
之
支
配
地
ニ
而
御
座
候
、
就
其
聖
護
院
殿
代
々
南
方
之

深
山
ニ
碑
伝
御
造
立
被
成
候
所
ニ
寛
永
年
中
先
聖
護
院
殿
北
方
之
当
山
方
支
配
之
地
小
篠
と
申
所
ニ

碑
伝
造
立
被
成
候
ニ
付
当
山
諸
先
達
三
宝
院
御
門
跡
へ
相
詔
新
儀
之
事
ニ
御
座
候
間
、
御
公
儀
へ
被

(

マ
マ)

仰
上
候
様
ニ
と
御
改
申
候
得
ハ
三
宝
院
御
門
跡
御
公
儀
へ
御
訴
詔
被
成
儀
御
遠
慮
ニ
付
、
又
当
聖
護

第1章3節 道苅小屋一件の概要
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院
殿
四
年
以
前
ニ
御
造
立
被
成
候
背
古
法
毎
度
新
義
ニ
非
例
被
遊
候
御
事

一
、
聖
宝
尊
師
大
峯
御
再
興
以
来
結
袈
裟
始
り
、
諸
山
伏
着
用
仕
候
儀
ハ
則
大
峰
仍
之
聖
宝
之
御
願

悉
結
袈
裟
着
用
有
之
御
事
ニ
御
座
候
候
事

一
、
熊
野
三
山
者
大
峯
与
別
山
ニ
而
御
座
候
、
熊
野
権
現
ハ
役
行
者
以
前
御
鎮
座
之
御
事
ニ
御
座
候
、

大
峯
ハ
役
行
者
開
基
以
来
大
峰
修
行
始
リ
申
候
所
ニ
熊
野
三
山
大
峯
之
内
ト
被
申
上
候
段
相
違
仕
候
、

大
峯
者
大
和
国
、
熊
野
者
紀
州
ニ
而
御
座
候
、
国
も
時
代
も
格
別
ニ
御
座
候
事

一
、
役
行
者
ハ
紀
州
ゟ
大
峰
ト
申
候
、
然
処
ニ
大
峯
入
峰
修
行
断
絶
以
後
聖
宝
吉
野
ゟ
駈
入
大
峯
御

再
興
被
遊
紀
州
へ
駈
出
熊
野
三
山
大
辺
路
御
修
行
被
成
候
、
是
を
逆
峯
ト
申
聖
宝
以
来
本
山
方
者
吉

野
ゟ
入
峰
被
遊
候
御
事

右
之
通
ニ
御
座
候
間
被
為
聞
召
届
候
下
知
奉
仰
、
以
上

申
ノ
十
一
月
廿
二
日

飯
田
備
後

(

寛
文
八
年)

家
廣

超
昇
寺

先
達

寺
社
御
奉
行
所

【
史
料
一
】
の
差
出
は
三
宝
院
寺
侍
で
実
務
機
関
を
担
っ
た
飯
田
備
後
、
大
先
達
の
超
昇
寺
で
あ

る
。
吉
井
氏
は
【
史
料
一
】
の
一
ヶ
条
目
と
二
ヶ
条
目
の
一
文
に
着
目
し
、｢

本
山
派
は
深
山
を
当
山

派
は
小
篠
を
参
籠
所｣

と
す
る｢

碑
伝
造
立
の
地｣

で
あ
り
、｢

勢
力
範
囲
が
そ
れ
ぞ
れ
明
確
に
区
分｣

さ

れ
た｢

三
派
立
合
の
山｣

で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る

(
)

。
一
方
で
、
二
ヶ
条
目
後
半
以
降
で
は
聖
護
院
に

8

よ
る
当
山
派
支
配
地
へ
の
浸
食
、
根
本
的
に
紀
州
熊
野
に
所
縁
の
あ
る
聖
護
院
を
大
峯
よ
り
排
除
し

よ
う
す
る
当
山
派
の
意
向
が
伺
え
る
。
醍
醐
寺
三
宝
院
は
入
峯
に
と
も
な
い
小
篠
に
聖
宝
理
源
大
師

像
の
造
立
を
行
っ
て
お
り
、
入
峰
復
興
を
契
機
と
し
て
、
中
世
よ
り
熊
野
三
山
検
校
職
と
し
て
権
威

を
有
し
た
聖
護
院
、
そ
の
支
配
地
で
あ
る
紀
州
熊
野
に
対
抗
し
た
形
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

(
)

。
9

三
宝
院
は
大
峯
と
熊
野
を
区
分
し｢

大
峯
＝
吉
野｣

と
し
て
支
配
地
を
手
中
に
収
め
る
意
向
を
示
し
た
。

し
か
し
、
勢
力
範
囲
と
は｢

支
配
地｣

を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
寺
領
の
よ
う
に
幕
府
よ
り
安
堵
さ
れ

た
場
所
で
は
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
参
籠
を
行
う
範
囲
で
あ
っ
た
た
め
、
道
苅
小
屋
一
件
の
際
に
両

山
と
吉
野
山
で
争
う
こ
と
に
な
っ
た
。

二

道
苅
小
屋
一
件
の
展
開

本
節
で
は
道
苅
小
屋
一
件
に
つ
い
て
順
を
追
っ
て
み
て
い
く
。
幕
府
寺
社
奉
行
・
評
定
所
へ
提
出

し
た
書
類
一
括
の
写
し
で
あ
る｢

史
料

｣
(

舟
知
家
文
書
四
函

号)

に
よ
る
と
、
鐘
掛
に
て
参
詣
者
の

13

25

登
山
が
厳
し
い
状
況
を
受
け
て
、
修
繕
を
担
う
道
苅
小
屋
を
設
置
し
、
入
峯
す
る
先
達
や
山
伏
、
参

詣
者
よ
り
吉
野
山
へ
道
苅
銭
を
一
人
に
つ
き
六
文
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
な
お
、
道
苅
銭
は

寺
僧
方
が
享
保
期
ま
で
三
文
、
享
保
期
以
降
は
六
文
徴
収
し
て
い
た

(
)

。
天
明
二(

一
七
八
二)

年
八
月
二

10

十
日
、
台
風
に
よ
っ
て
倒
壊
し
、
八
月
二
十
八
日
に
洞
川
村
村
人
の
男
性
が
残
ら
ず
が
道
苅
小
屋
へ

押
し
か
け
て
打
ち
壊
し
を
行
っ
た
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
行
為
に
対
し
て
吉
野
山
は
洞
川
村
役
人

を
呼
び
寄
せ
て
問
い
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、｢

東
照
宮
様
御
書
物
頂
戴
大
峯
山
者
洞
川
村
支
配
ニ
而
、
右

小
屋
場
地
所
者
貸
置
抔
与
申
之
候｣

と
述
べ
、
洞
川
村
洞
川
村
側
は
徳
川
家
康
の
書
物
に
よ
っ
て
大
峯

山
は
洞
川
村
支
配
地
で
あ
り
、
道
苅
小
屋
の
地
所
は
吉
野
山
へ
貸
し
出
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
主

張
し
て
い
る
。
一
方
で
、
金
峯
山
寺
は
寛
文
十
一(

一
六
七
一)

年
の
裁
許
状
を
も
と
に
否
定
し
て
い
る
。

洞
川
村
が
根
拠
と
な
る
御
書
物
提
出
せ
ず
に
い
た
た
め
大
和
国
高
取
藩
と
芝
村
藩
へ
公
訴
に
い
た
る
。

洞
川
村
は
心
得
違
い
で
あ
っ
た
と
し
て
内
済
を
申
し
出
る
も
、
吉
野
山
は
日
光
門
跡
末
寺
支
配
を
決

定
づ
け
る
た
め
に
寺
社
奉
行
へ
出
訴
す
る
こ
と
と
な
る
。｢

史
料

―

｣

に
は
蔵
王
権
現
領(

吉
野
一

13

1

山
朱
印
領)

は
一
〇
一
三
石
二
斗
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
寛
文
十(

一
六
七
〇)

年
の
検
地
改
を
参
照
し

た
も
の
で
あ
り
、
寛
文
十
一
年
の
日
光
門
跡
末
寺
支
配
を
経
て
朱
印
領
は
二
二
九
二
石
三
升
三
合
で

あ
っ
た

(
)

。
こ
れ
を
寺
僧
方
、
満
堂
方
な
ど
に
分
配
し
て
い
た
が
、
寛
文
十
一
年
段
階
で
は
吉
野
山
お

11

よ
び
小
路
村
を
対
象
と
し
て
お
り
、
大
峯
山
に
つ
い
て
の
言
及
は
さ
れ
て
い
な
い
。
同
じ
く
天
明
五

年
に
出
さ
れ
た
洞
川
村
百
姓
共
書
上
に
は
台
風
後
の
再
建
に
際
し
て
打
ち
壊
し
の
記
述
は
な
く
、
道

苅
小
屋
再
建
を
行
っ
て
い
た
人
足
に
対
し
て
両
山
の
下
知
を
得
て
い
る
か
確
認
し
片
付
け
た
に
過
ぎ

な
い
と
述
べ
て
い
る

(
)

。｢
史
料

―

｣

の
前
に
は
上
記
の
同
文
言
が
あ
り
、
天
明
五
年
の
打
ち
壊
し

12

13

2
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は
事
実
か
否
か
、「
洞
川
村
平
年
何
等
之
儀
を
警
固
仕
候
哉
、
勿
論
洞
川
村
者
御
料
百
姓
ニ
候
処
、
公

儀
御
定
等
も
無
御
座
」
等
と
警
固
役
の
根
拠
が
主
な
争
点
と
な
っ
た
。
以
上
よ
り
、
道
苅
小
屋
一
件

が
天
明
五
年
ま
で
延
引
し
た
理
由
と
し
て
証
拠
や
論
拠
が
不
十
分
な
点
が
多
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。｢

史
料

｣
を
以
っ
て
幕
府
評
定
所
は
洞
川
村
で
な
く
両
山
を
相
手
取
っ
て
出
訴
す
る
こ
と
が

13

仰
せ
渡
さ
れ
た

(
)

。
そ
の
後
天
明
六(

一
七
八
六)

年
に
南
都
奉
行
に
対
し
て
改
め
て
出
訴
し
た
の
が｢

史

13

料

｣
(

四
函

号)

で
あ
る
。
吉
野
山
は
七
月
四
日
に
再
度
洞
川
村
が
道
苅
小
屋
を
打
ち
壊
し
た
と
申

14

26

し
出
た
。
こ
の
際
に
両
山
の
使
者
と
称
す
る
帯
刀
人
も
い
た
と
し
つ
つ
も
、
逃
げ
た
た
め
詳
細
は
不

明
と
し
た
。
こ
の
出
入
の
差
配
を
受
け
て
吉
野
山
は
改
め
て
江
戸
寺
社
奉
行
へ
出
訴
し
、
両
山
と
の

争
論
へ
と
発
展
し
て
い
く

(
)

。
14

寛
政
元(

一
七
八
九)

年
に
金
峯
山
寺
よ
り
江
戸
寺
社
奉
行
へ
宛
て
た
史
料

(
)

に
は
暴
動
に
よ
り
小
屋
が

15

損
壊
し
て
し
ま
っ
た
た
め
別
の
場
所(

鐘
掛)

へ
移
し
て
再
開
し
洞
川
村
が
山
役
銭
を
徴
収
し
始
め
た

と
書
か
れ
て
い
る
。
天
明
五
年
八
月
に
寺
僧
方
・
満
堂
方
が
道
苅
小
屋
一
件
を
江
戸
寺
社
奉
行
へ
出

訴
す
る
が
先
述
の
よ
う
に
証
拠
不
十
分
で
沙
汰
な
し
と
な
っ
た
。
洞
川
村
は
、
道
苅
小
屋
の
場
所
を

変
更
し
洞
川
村
も
徴
収
が
で
き
る
な
ら
ば
争
論
を
内
済
す
る
と
提
起
し
て
い
る
。
こ
こ
で
そ
も
そ
も

洞
川
村
が
警
固
役
と
し
て
行
所
を
担
っ
て
い
る
が
だ
れ
の
差
配
に
よ
る
も
の
か
と
寺
社
奉
行
に
問
わ

れ
、
大
峯
山
上
は
聖
護
院
・
三
宝
院
の
支
配
で
あ
り
洞
川
村
は
警
固
役
を
担
っ
て
い
る
と
述
べ
て
そ

こ
で
輪
王
寺
宮
配
下
で
あ
る
吉
野
山
側
は
道
苅
小
屋
一
件
に
対
し
て
両
山
を
相
手
取
り
争
論
を
す
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
に
、
【
史
料
一
】
に
あ
る
よ
う
に
既
に
大
峯
山
上
以
南(

小
篠
よ
り
先)
は
両
山

の
圏
域
で
あ
り
分
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
修
験
と
し
て｢

例
年
入
峯

(
)｣

を
行
っ
て
い

16

る
が
聖
護
院
が
行
所
を
担
う
葛
城
修
験
に
対
し
て
支
配
を
申
し
立
て
た
こ
と
は
な
い
と
主
張
し
た
。

さ
ら
に
秋
嶺
に
お
い
て
大
峯
山
上
以
南
へ
赴
く
際
に
山
役
銭
を
納
め
て
お
り
、
朱
印
・
条
目
の
領
域

を
超
え
れ
ば
関
与
し
な
い
旨
を
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
当
初
は
洞
川
村
を
相
手
取
っ
て
の

争
論
で
あ
っ
た
が
次
第
に
両
山
と
金
峯
山
寺
の
争
論
も
展
開
し
て
い
き
、
金
峯
山
寺
は
輪
王
寺
宮
に

よ
る
支
配
を
強
調
し
て
支
配
が
覆
さ
れ
る
こ
と
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
洞
川
村
は
同
時
期
に

｢

裏
行
所｣

の
支
配
を
主
張

(
)

し
て
い
る
が
、
南
都
奉
行
に
よ
り
洞
川
村
は
敗
訴
と
な
っ
て
い
る
。

17

最
後
に
争
論
の
終
結
に
つ
い
て
み
て
い
く

(
)

。
道
苅
小
屋
の
場
所
移
動
に
つ
い
て
吉
野
山
側
も
同
意

18

し
従
来
通
り
の
小
屋
を
作
る
な
ら
ば
吉
野
山
は
両
山
に
許
可
を
取
ら
な
く
て
よ
い
、
山
上
堂
と
付
随

す
る
堂
舎
・
圏
域
は
吉
野
が
担
い
、
大
峯
山
よ
り
南
は
両
山
が
担
う
、
争
論
中
の
役
銭
滞
納
分
に
つ

い
て
は
追
っ
て
相
談
す
る
こ
と
で
解
決
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
支
配
域
が
明
確
化
さ
れ
る
一
方
、
吉

野
山
に
と
っ
て
痛
み
分
け
の
よ
う
な
結
果
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
道
苅
小
屋
一
件
以
降

も
吉
野
山
と
洞
川
村
は
大
峯
山
内
の
小
屋
設
置
な
ど
、
問
題
が
継
続
し
て
展
開
し
て
い
く
。

三

洞
川
村
に
よ
る
大
峯
山
権
益

本
節
で
は
洞
川
村
に
よ
る
吉
野
山
に
対
す
る
行
動
を
道
苅
小
屋
一
件
の
期
間
に
準
じ
て
み
て
い
く
。

｢

史
料

｣
(

四
函

号)

の
宛
所
で
あ
る
川
尻
甚
五
郎(

河
尻
春
之)

は
初
代
五
條
代
官
で
あ
り
在
任
期
間

15

77

は
寛
政
七(

一
七
九
五)

年
～
享
和
二(

一
八
〇
二)

年
で
あ
り
、
道
苅
小
屋
一
件
の
期
間
で
あ
る
こ
と
か

ら
並
行
し
て
勃
発
し
て
い
た
と
わ
か
る
。
宛
所
は
南
都(

奈
良
奉
行)

と
金
峯
山
寺
の
預
所
で
あ
る
高
取

藩
で
、
大
峯
へ
の
案
内
は
吉
野
山
の
僧
侶
先
達
が
行
っ
て
い
る
が
洞
川
村
は
大
峯
山
を
自
身
の
支
配

と
し
て
吉
野
山
先
達
を
追
い
払
い
参
詣
者
を
奪
い
取
っ
て
い
る
と
申
し
出
る
。
背
景
に
は｢

史
料

｣3

(

四
函

号)

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
山
上
法
中
よ
り
吉
野
山
先
達
、
洞
川
村
に
対
し
て
参
詣
者

35

の
案
内
を
行
っ
た
際
に
食
事
、
酒
、
少
々
の
謝
礼
を
渡
し
て
い
た
。
洞
川
村
は
そ
れ
ら
を
参
詣
者
に

対
し
て
も
要
求
し
た
こ
と
が
問
題
と
な
り
暴
動
に
ま
で
発
展
し
た
。
洞
川
村
に
と
っ
て
案
内
は
重
要

な
生
活
の
糧
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
洞
川
村
は
行
所
に
て
十
二
ま
た
は
十
八
文
を
徴
収
し
差
し
出
さ
な

い
参
詣
者
に
対
し
て
登
頂
を
妨
害
を
行
っ
た
。
吉
野
山
は
大
峯
山
上
～
吉
野
山
ま
で
金
峯
山
寺
の
管

理
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
参
詣
に
よ
る
渡
世
を
妨
害
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
吉
野
町
方
の
者
も
生
活
が

成
り
立
た
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
道
苅
小
屋
一
件
も
解
決
し
て
い
な
い
状
況
で
起
こ
っ
て
お
り
、
江

戸
在
中
の
惣
代
を
通
じ
て
幕
府
寺
社
奉
行
へ
願
い
出
る
。

山
林
資
源
の
取
得
に
つ
い
て
も
洞
川
村
は
吉
野
山
と
争
っ
て
い
る
。
立
木
伐
採
を
め
ぐ
る
問
題
と

し
て
森
下
論
文
で
は
靡
八
丁
の
伐
木
に
際
し
て
洞
川
村
よ
り
両
山
に
詫
状
を
送
っ
て
い
た
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
も
当
該
期
間
の
一
例
と
し
て｢

史
料

｣
(

四
函

号)

を
み
て
い
く
。
道
苅
小

12

21
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第1章3節 道苅小屋一件の概要

屋
一
件
発
生
翌
年
で
あ
る
天
明
三(

一
七
八
三)

年
五
月
に
起
こ
っ
た
争
論
で
あ
る
。
洞
川
村
は
山
上
近

辺
の
木
々
伐
採
に
関
す
る
争
論
で
あ
る
。
道
苅
小
屋
一
件
の
最
中
で
あ
る
た
め
両
山
へ
は
申
し
出
て

い
な
い
が
、
吉
野
一
山
内
の
本

•

当
山
方
へ
訴
え
出
て
い
る
。
洞
川
村
は
、
山
上
法
中
が
勝
手
に
数

種
の
木
々
を
伐
木
し
て
い
る
点
、
枯
木
の
み
採
取
を
許
容
し
て
い
る
点
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
も
双
方
で
は
相
違
が
あ
り
つ
つ
も
、
洞
川
村
の
立
木
伐
木
の
利
権
に
つ
い
て
は
否
定
さ
れ
て

い
な
い
。
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
道
苅
小
屋
一
件
は
「
支
配
地
」
で
あ
る
行
場
を
め
ぐ
る
争
論
で

あ
る
が
、
参
詣
者
来
訪
が
も
た
ら
す
金
銭
、
伐
木
売
買
と
い
っ
た
資
源
な
ど
、
生
業
と
直
結
す
る
問

題
で
も
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

寛
文
八
年
の
争
論
を
き
っ
か
け
に
本
山
当
山
の
大
峰
峯
中
の
領
域
が
確
定
し
、
金
峯
山
寺
は
一
山

寺
院
と
し
て
寛
文
十
一
年
以
来
修
験
教
団
も
含
め
輪
王
寺
宮
配
下
で
あ
る
一
方
、
道
苅
小
屋
一
件
が

起
き
る
ま
で
大
峯
山
は
あ
く
ま
で｢

支
配
地｣

と
さ
れ
て
い
た
た
め
区
分
や
所
有
に
つ
い
て
明
確
に
な

っ
て
い
な
か
っ
た
。
葛
城
修
験
で
も
同
様
に
行
所
の
争
奪
を
め
ぐ
り
在
地
寺
院
と
聖
護
院
が
争
論
を

宝
暦
～
安
永
期
に
起
こ
し
て
お
り
、
本
山
は
あ
く
ま
で
現
地
の
先
達
に
対
応
を
任
せ
て
お
り

(
)

、
こ
う

19

し
た
争
論
が
発
生
し
な
い
限
り
は
慣
習
の
ま
ま
で
済
ま
せ
て
い
た
た
め
争
論
が
複
雑
化
し
た
と
い
え

る
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
吉
野
山
は
近
世
初
期
よ
り
一
般
参
詣
者
が
往
来
し
た
が
安
永
頃
よ

り
増
大
す
る
。
行
所
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
で
活
動
し
渡
世
を
行
う
寺
院
、
人
々
、
さ
ら
に
は
両

山
に
と
っ
て
も
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
引
き
下
が
る
こ
と
は
せ
ず
、
解
決
ま
で
に
長
年

を
要
す
る
大
き
な
争
論
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

註

(
)

首
藤
善
樹
『
金
峯
山
寺
史
』
第
一
部
第
四
章｢

大
峯
峯
中｣

(

国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
四
年)

、
鈴
木
昭
英

1

｢

大
峯
修
験
と
天
川
村｣

(

『
修
験
道
教
団
の
形
成
と
展
開
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
三
年
、
以
下
鈴
木
論
文
と

表
記
す
る)

、
森
下
惠
介
「｢

大
峰
山｣

と
山
麓
の
人
々｣

(

『
吉
野
と
大
峯
』
東
方
出
版
、
二
〇
二
〇
年
、

以
下
森
下
論
文
と
表
記
す
る)

、
吉
井
敏
幸｢

吉
野
大
峯
山
と
本
山
派
・
当
山
派｣

(

『
仏
教
史
学
研
究
』
二

七
‐
一
、
一
九
八
四
年
、
の
ち
川
崎
剛
志
他
編
『
修
験
道
と
そ
の
歴
史
』
岩
田
書
院
、
二
〇
二
三
年
に
再

録)

。

(
)

｢

江
戸
幕
府
下
知
状｣

(

『
金
峯
山
寺
史
料
集
成
』
第
三
部
二
三
〇
号)

等

2

(
)

森
下
論
文
で
は｢

陀
羅
尼
助
小
屋
一
件｣

や｢

茶
屋
普
請｣

な
ど
、
大
峯
に
お
け
る
生
業
に
つ
い
て
言
及
し
て

3

い
る
。

(
)

『
庁
中
漫
録
』
一
三
、｢

江
戸
幕
府
下
知
状｣

(

『
金
峯
山
寺
史
料
集
成
』
第
三
部
二
二
六
号)

4

(
)

宮
家
準｢

近
世
に
お
け
る
金
峯
山
の
修
験
寺
院
と
祈
檀｣

(

『
神
道
宗
教
』
一
九
九
・
二
〇
〇
号
、
二
〇

5

〇
五
年)

、
吉
井
敏
幸｢

近
世
吉
野
山
修
験
道
に
つ
い
て｣

(

宮
家
準
編
『
御
嶽
信
仰
』)

雄
山
閣
、
一
九
八

五
年

(
)

関
口
真
規
子｢

当
山
派｣

(

林
淳
他
編
『
修
験
道
史
入
門
』)

岩
田
書
院
、
二
〇
一
五
年

6

(
)

｢

本
山
当
山
大
峯
之
公
事
目
安
之
扣｣

(

『
山
伏
修
験
ニ
関
ス
ル
書
留
』
下
、
東
大
史
料
編
纂
所
所
蔵
デ

7

ー
タ
ベ
ー
ス)

(
)

吉
井
論
文

8

(
)

前
後
し
て
同
年
に
当
山
派
は
熊
野
三
山
の
寺
社
勧
進
組
織
で
あ
る
本
願
所
の
支
配
を
試
み
る
が
本
山
派

9

支
配
と
さ
れ
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
配
域
が
確
定
さ
れ
て
い
っ
た(

｢

江
戸
幕
府
修
験
定
書｣

聖
護
院
文

書
八
三
箱
二
五
号)

。

(
)

吉
井
論
文

10

(
)

吉
井
敏
幸｢

近
世
吉
野
山
修
験
道
に
つ
い
て｣

(

宮
家
準
編
『
御
嶽
信
仰
』)

雄
山
閣
、
一
九
八
五
年

11

(
)

「
陀
羅
尼
助
小
屋
一
件
返
答
状
写
」(

『
金
峯
山
寺
史
料
集
成
』
第
三
部
三
二
八
号)

、
な
お
「
史
料

12

13

―

」
は
幕
府
へ
提
出
し
た
五
つ
の
証
拠
書
類
の
概
要(

と
そ
れ
に
付
し
た
番
号)

の
箇
所
を
抄
出
し
た
。

2
証
拠
書
類
自
体
は
道
苅
小
屋
一
件
と
は
直
接
関
係
な
い
も
の
、
例
え
ば
貞
享
期
に
伐
採
し
た
木
々
の
書
上

な
ど
で
あ
っ
た
。

(
)

鈴
木
論
文

13

(
)

首
藤
善
樹
『
金
峯
山
寺
史
』
第
一
部
第
四
章｢

大
峯
峯
中｣

(

国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
四
年)

14

(
)

｢

道
苅
小
屋
一
件
追
訴
状
写｣(

『
金
峯
山
寺
史
料
集
成
』
第
三
部
三
三
二
号)

15

(
)

春
に
奈
良
県
御
所
市
～
和
歌
山
県
和
歌
山
市
加
太
・
友
ヶ
島
で
行
う
葛
城
修
験
の｢

春
嶺｣

、
秋
に
吉
野

16

山
～
熊
野
で
行
う
大
峯
修
験
の｢

秋
嶺｣

を
原
則
は
毎
年
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

(
)

｢

道
苅
小
屋
一
件
願
書
草
案｣

(

『
金
峯
山
寺
史
料
集
成
』
第
三
部
三
三
三
号)
17

(
)

｢

道
苅
小
屋
一
件
内
済
取
替
証
文｣

(

『
金
峯
山
寺
史
』
史
料
補
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